
 

防 災 補 助 事 業 等 の 概 要【自治区】 
 

 

【自治区】への補助 

＊ 補助額は、実費の 2/3、1/2が必ず交付されるものではありません。予算の範囲内で決定されるため、2/3、1/2以内の額となります。また、要望数が多い
ときは採択されない場合もあります。 

補助対象事業者 防災資機材等 品 名（購入・整備・修繕） 補助率及び金額（1,000 円未満の端数切捨て） 

自 治 区 

街頭消火器 加圧式粉末消火器、消火器格納箱など 実費の２分の１以内の額とし、100,000 円を限度額とする。 

消火栓使用器具 
ホース格納箱、消防用ホース、筒先、消火栓開閉器な

ど※街頭設置するもの。 
実費の２分の１以内の額とし、200,000 円を限度額とする。 

避難路等整備事業 
津波の避難路の整備を図る事業（手すり、避難階段、

防護柵、擁壁、塗装整備など） 

実費の３分の２以内の額とし、500,000 円を限度額とする。 

公民館・集会所等

の整備に伴う防災

資機材庫 

自治区が事業主体となって整備する公民館・集会所等

の新築、改築、増築等に伴い、施設内または施設に併

設して設置する防災資機材庫 

※公民館等とは別に整備する防災資機材倉庫は従前

のとおり「自主防災組織」への補助により対応 

実質の３分の２以内の額とし、2,000,000 円を限度額とする。 

 

※実費・・・ 

（防災資機材庫面積／施設全体面積）×施設全体事業費 


